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（別添2－6） 

 

 

 組織委員会が調達する物品・サービス等に使用されるパーム油（パーム核油を含む。）

については、「持続可能性に配慮した調達コード」が適用されるほか、持続可能性の

観点からの調達基準を以下のとおり定める。 

  

 

持続可能性に配慮したパーム油を推進するための調達基準 

 

 

 パーム油は多種多様な加工食品や化成品に使用されている植物油脂である。その生

産現場においては森林開発や農園労働に係る課題も指摘されているが、日本国内での

関心はまだ非常に低い。組織委員会は、本調達基準を策定し、これに沿った調達を行

うことによって、国内の事業者や消費者の意識が高まり、持続可能なパーム油調達の

動きが長期的に拡大すること、さらにそれを通じて生産現場の改善に寄与することを

目指す。 

 

1．本調達基準の対象は、加工食品、揚げ油（飲食提供のための調理用）、石鹸・洗剤

製品の原材料として使用されるパーム油とする。 

  サプライヤーは、上記加工食品等について、パーム油の含有量等を考慮しつつ、

本調達基準を満たすパーム油を原材料とするものを可能な限り優先的に調達するこ

ととする。 

 

※パーム油が含まれる可能性が高い製品は以下のとおり。 

例）食用油、インスタント麺、パン、ペストリー、マーガリン、ショートニング、

コーヒーフレッシュ、冷凍食品、レトルト食品、ドレッシング、カレールー、

フライドチキン、フライドポテト、スナック菓子、チョコレート、クッキー、

ビスケット、キャンディ、ケーキ、ドーナッツ、アイスクリーム、石鹸、洗剤、

トイレタリー製品、シャンプー、ボディソープ、歯磨き粉 

 

2．パーム油が持続可能な形で生産されていると認められるためには、以下の①～④

が確保されていなければならない。 

 ①生産された国または地域における農園の開発・管理に関する法令等に照らして手

続きが適切になされていること。 

 ②農園の開発・管理において、生態系が保全され、また、泥炭地や天然林を含む環

境上重要な地域が適切に保全されていること。 

 ③農園の開発・管理において、先住民族等の土地に関する権利が尊重され、事前の

情報提供に基づく、自由意思による合意形成が図られていること。 
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 ④農園の開発・管理や搾油工場の運営において、児童労働や強制労働がなく、農園

労働者の適切な労働環境が確保されていること。 

 

3．上記 2 の①～④の考え方に沿ってパーム油の生産現場における取組を認証するス

キームとして、ISPO 注１、MSPO 注２、RSPO 注３がある。 

（1）これらの認証については、実効性の面で課題が指摘される場合があるものの、

小規模農家を含め幅広い生産者が改善に取り組むことを後押しする観点から、こ

れらの認証を受けたパーム油注４（以下、「認証パーム油」という。）を活用できる

こととする。 

（2）上記（1）の認証パーム油については、流通の各段階で受け渡しが正しく行われ

るよう適切な流通管理が確保されている必要がある。 

（3）上記（1）の認証パーム油の確保が難しい場合には、生産現場の改善に資するも

のとして、これらの認証に基づき、使用するパーム油量に相当するクレジットを

購入する方法も活用できることとする。 

（4）組織委員会は、ISPO、MSPO、RSPO を活用可能な認証として位置づけることが適

当であることを確認するために、これらの運営状況を引き続き注視する。 

（5）上記の 3 つの認証と同等以上のものとして組織委員会が認める認証スキームに

よる認証パーム油についても同様に扱うことができるものとする。 

 

4．上記 3 に示す認証パーム油以外を必要とする場合は、農園までのトレーサビリテ

ィが確保されており、上記 2 の①～④について別紙に従って第三者確認が実施され

たものも活用できることとする。 

 

5．サプライヤーは、上記 1 の対象のうち、上記 3 または 4 に該当するパーム油が使

用されているものについて記録した書類を東京 2020大会終了後から 1年の間保管し、

組織委員会が求める場合はこれを提出しなければならない。 

 

6．サプライヤーは、農園までのトレーサビリティ確保の観点も含め、可能な範囲で

使用されるパーム油の原産地や製造事業者に関する指摘等の情報を収集し、その信

頼性・客観性等に十分留意しつつ、上記 2 を満たさないパーム油を生産する事業者

から調達するリスクの低減に活用することが推奨される。 

 

注 1：Indonesian Sustainable Palm Oil 

注 2：Malaysian Sustainable Palm Oil 

注 3：Roundtable on Sustainable Palm Oil 

注 4：IP、SG、MBにより管理されたものが該当する。 
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別紙（調達基準 4に関する確認方法） 

 

持続可能性に配慮したパーム油を推進するための調達基準（以下「調達基準」とい

う。）の 4については以下のとおりとする。 

 

調達基準 2の①～④について、第三者が以下の確認を実施する。 

 

①：当該パーム油が生産される農園について、生産国の法令に基づき、農園経営に

必要な政府発行の事業許可を受け、関連規則を遵守していることを確認する。 

②：当該パーム油が生産される農園の開発・管理において、希少な動植物が存在す

る場合はその保全のための措置が講じられていること、泥炭地や貴重な天然林な

ど保護が必要な重要な森林等がある地域についてはその保全のための措置が講じ

られていることを確認する。 

③：当該パーム油が生産される農園の開発・管理において、先住民族等の権利に関

わる場合は、事前の情報提供に基づく、自由意思による合意形成が図られている

ことを確認する。 

④：当該パーム油が生産される農園の開発・管理及び搾油工場の運営において、児

童労働を行わせていないこと、強制労働が行われていないこと、移住労働者を含

め、適切な雇用手続きや最低賃金その他労働条件が確保されていること、適切な

労働安全対策がとられていることを確認する。 

 


